
 1

 

平成１９年度 第２回 資料１４ 

 
情報公開･個人情報保護審議会 諮問・報告事項   

 
 

件

名 

1. 後期高齢者医療制度の運営に係る 

東京都後期高齢者医療広域連合への個人データの外部提供について 
 
 
内容は別紙のとおり 

 
条例の根拠 

【諮問】 
◆第12条第２項第4号（外部提供） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（担当部課：健康部高齢者医療保険制度準備担当 課） 
担当係       担当者 山 村  内線（３８６２） 
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別紙（外部提供関係） 

◇１．外部提供（第12条第2項第4号関係）・・・諮問事項 

 

 

件名 後期高齢者医療制度の運営に係る東京都後期高齢者医療広域連合への個人

データの外部提供について 

 
区保有情報 外部提供先及び提供情報 

保有課 

（担当課） 

高齢者医療保険制度準備担当 
提供先 

東京都後期高齢者医療広域連合 

登録業務の名称 後期高齢者医療 提供先業務の名称 

 

後期高齢者医療 

情報はどのような媒体

に記録されているか 
紙 

電磁的媒体（サーバ機のハードデ

ィスク） 

その他（            ） 

情報はどのような媒体

で提供されるのか 

紙 

電磁的媒体（           ） 

その他（専用回線） 

登録業務で保有して

いる情報項目は何か 
 別紙１のとおり 

左欄のうち 

提供される情報項目 
 別紙１のとおり 

何のために保有して

いるのか 

 後期高齢者医療制度の運営のた

め 

何のために提供を 

希望するのか 

後期高齢者医療制度の運営のた

め  

提供に当たっての 

区としての情報保護対

策は何か 

区と広域連合で「後期高齢者医療 
制度の運営に伴う個人情報の保護

及び後期高齢者医療広域連合電

算処理システムの運営に関する協

定書（案）」（別紙３）を締結し遵守さ

せる。 

提供先としての情報保

護対策は何か 

別紙２ 「東京都後期高齢者医療

広域連合の情報保護対策につい

て」のとおり 

緊急時の提供の場合

における本人通知の

状況 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 外部提供の時期 
平成 １９年 ８月下旬 から 

以降継続 
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                                         別紙１ 
１．資格管理業務関係 

①住民基本台帳情報 ②外国人登録情報 ③住登外登録情報 

個人番号、世帯番号、氏名、通称名、生年月日、性別、続柄、異動年月日、異動届出年月日、住民年月

日、消除年月日、現住所、郵便番号、転入前住所、転入前郵便番号、転出先住所、転出先郵便番号、国

籍コード、在留資格コード、在留開始年月日、在留終了年月日、 

 

④老人保健情報 

加入保険者番号、老人医療受給者番号、公費負担医療受給者番号、負担区分決定年月日、負担区分判定

理由、基準収入額申請年月日、基準収入額世帯合計額、基準収入額認定年月日、基準収入額認定理由、

老齢福祉年金受給開始年月日、老齢福祉年金受給終了年月日、一部負担金減免申請年月日、一部負担金

減免決定年月日、一部負担金減免決定理由、一部負担金減免発病または負傷年月日、一部負担金減免額、

一部負担金減免率、標準負担額減額認定申請年月日、標準負担額減額長期入院該当年月日、標準負担額

減額入院日数合計、標準負担額減額認定年月日、標準負担額減額認定理由、特定疾病認定申請年月日、

特定疾病名称、特定疾病認定年月日、特定疾病認定理由、特定疾病自己負担限度額、障害認定申請年月

日、障害認定身体障害者手帳コード、障害の程度、障害認定資格取得日、障害認定資格取得理由、金融

機関種別、金融機関コード、金融機関名、金融機関支店コード、金融機関支店名、預金種目、口座番号、

口座名義人、口座名義人連絡先電話番号 

 

⑤被保険者情報 

被保険者番号、資格取得事由コード、資格取得年月日、資格喪失事由コード、資格喪失年月日、保険者

番号適用開始年月日、保険者番号適用終了年月日、 

 

⑥被保険者証発行用情報 

資格取得日、有効期限、一部負担金の割合、宛名氏名、宛名住所、宛名郵便番号 

 

⑦住所地特例者情報 

住所地特例適用開始年月日、住所地特例適用終了年月日 

 

⑧生活保護情報 

決定年月日、廃止年月日 
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２．賦課業務関係 

①所得・課税情報 

相当年度、課税非課税区分、未申告区分、経過措置有無、一部負担金割合判定所得、市区町村民税課税

所得、営業所得額、農業所得額、不動産所得額、利子所得額、配当所得額、配当証券投資所得額、外貨

建配当所得額、配当（控除無）所得額、給与所得額、その他雑所得額、雑所得合計額、総合短期譲渡所

得額、総合長期譲渡所得額、一時所得額、総合譲渡一時所得額、給与収入額、給与専従者収入額、専従

者給与額、公的年金収入額、分離短期譲渡一般所得額、分離短期譲渡軽減所得額、分離長期譲渡一般所

得額、分離長期譲渡軽課所得額、山林所得額、先物取引所得額、未公開株式譲渡所得額、上場株式譲渡

所得額、分離短期一般特別控除額、分離短期軽減特別控除額、分離長期一般特別控除額、分離長期特定

特別控除額、分離長期軽課特別控除額、繰越純損失額、繰越雑損失額、繰越株式損失額、繰越先物損失

額、繰越居住用損失額、住居用損失額 

 

②保険料情報 

相当年度、市区町村別保険料、広域内転居取得年月日、広域内転居喪失年月日、賦課のもととなる所得

金額、所得割額、均等割額、算出額、減額区分、軽減額、限度超過額、年保険料額、特別軽減区分、減

免額、後期高齢者医療保険料 

 

③期割情報 

徴収方法、保険料期割額 

 

３．収納業務関係 

①収納情報 

納入方法コード、領収年月日、収納年月日、保険料収納済額 

 

②滞納者情報 

滞納状態コード、督促状発行年月日、催告書発行年月日、不納欠損年月日、不納欠損事由、不納欠損額 

 

４．給付業務関係 

高額該当区分 
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                          別紙２ 

東京都後期高齢者医療広域連合の情報保護対策について 

 
 
東京都後期高齢者医療広域連合では、後期高齢者医療制度の運営のために

扱う情報資産の保護のため、以下により情報保護対策に取り組んでいる。 
 
１ 個人情報に係る被保険者等の基本的人権の擁護と信頼される広域行政の

実現を図ることを目的として「東京都後期高齢者医療広域連合個人情報保

護条例」（別紙４）を制定した。 
 
２ 情報化が進む中で、広域連合における情報資産に対する安全対策を推進

し、住民からの信頼を確保するため、情報セキュリティ基本方針（別紙５）・

情報セキュリティ対策基準・情報セキュリティ実施手順の三階層で構成す

る「セキュリティポリシー」を制定した。（情報セキュリティ対策基準と情

報セキュリティ実施手順は非公開） 
 
３ 「東京都後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例」による個人情報保

護制度の円滑な運営を図るため、個人情報保護審議会を設置した。 
 
４ 広域連合及び関係区市町村が適正に個人情報の管理及び後期高齢者医療

広域連合電算処理システムの運営を行うことを目的として、「後期高齢者医

療制度の運営に伴う個人情報の保護及び後期高齢者医療広域連合電算処理

システムの運営に関する基準」（別紙６）を制定した。 
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                                   別紙３ 

後期高齢者医療制度の運営に伴う個人情報の保護及び後期高齢者医療広域連合電算処理シ

ステムの運営に関する協定書 (案) 
 
東京都後期高齢者医療広域連合（以下「甲」という。）と○○○（区、市、町、村）（以

下「乙」という。）とは、後期高齢者医療制度の運営に伴う個人情報の保護及び後期高齢者

医療広域連合電算処理システム（以下「電算処理システム」という。）の運営について、次

のとおり協定を締結する。 
 
 （目的） 
第 1条 この協定は、甲及び乙が、後期高齢者医療制度の適切、健全かつ円滑な運営を行
うため、個人情報の提供及び保護並びに電算処理システムに係る電子計算組織等に対す

る安全対策に関し必要な事項を定めることを目的とする。 
  
 （資料の提供） 
第 2条 乙は、甲が高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57年法律第 80号。以下「法」
という。）第 138条第 1項及び第 2項の規定に基づき資料の提供を求めるときは、これに
応ずるものとする。 

2 前項の規定は、乙が定める個人情報の保護に関する条例その他の規程の適用を妨げるも
のではない。 

 
 （個人情報の提供に係る措置） 
第 3条 乙は、法第 138条第 1項及び第 2項の規定に基づき提供する資料のうち個人情報
に係るものを提供する際には、甲に対し根拠を示した上で当該情報の使用目的及び使用

方法その他の制限を付し、並びにその適切な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求

めることができる。 
  
 （個人情報の保護に関する責務） 
第 4条 甲及び乙に属する職員は、正当な理由がなく、後期高齢者医療制度の運営に際し
職務上知り得た個人情報を提供してはならない。 

2 甲及び乙は、双方において、その属する職員が前項の規定による提供を行った、又は行
うおそれがあると認めるときは、必要な措置を講ずるよう求めることができる。 

 
 （電算処理システムの運営及び安全対策） 
第 5条 甲及び乙は、電算処理システムを適正に運営するものとする。 
2 甲及び乙は、前項の規定による運営を行うため、電算処理システムについて、維持管理
し、及び安全対策を講ずるものとする。 

3 甲及び乙は、双方において、前項の規定による維持管理及び安全対策に関し、必要な措
置を講ずるよう求めることができる。 

 
 （電算処理システムに係る電子計算組織等） 
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第 6条 甲は、電算処理システムの運営に必要な電子計算組織等を、甲が定める配置基準
に基づき乙の事務所等に配置する。 

2 乙は、前項の規定により配置された電子計算組織等について、前条第 2項の規定に定め
るもののほか、甲が定める基準に基づき、維持管理及び安全対策に関し必要な措置を講

ずるものとする。 
3 甲は、必要があると認めるときは、前項の規定による維持管理及び安全対策について、
調査を行うことができる。 

4 甲は、前項の規定による調査を行ったときは、乙に対し必要な措置を講ずるよう求める
ことができる。 

5 乙は、第 1項の規定により配置された電子計算組織等に乙の電子計算組織等を結合しよ
うとするときは、甲が定める様式により甲に事前に協議するものとする。この場合にお

いて、乙の当該電子組織等は、甲が定める仕様に適合するものとする。 
6 前項の規定により乙が結合する電子計算組織等については、乙の定める基準等に基づき、
維持管理し、及び安全対策を講ずるものとする。 

 
 （協定の期間） 
第 7条 この協定の期間は、この協定の締結の日から 1年間とする。ただし、この協定の
期間の満了前４月までにこの協定を廃し、又は変更する旨の申出がない場合は、この協

定は１年ごとに自動的に更新する。 
 
 （その他） 
第 8条 この協定に定めのない事項又は解釈に疑義の生じた事項については、甲乙協議の
上決定するものとする。 

 
   附 則 
この協定の締結の日から平成20年3月31日までの間における第2条の適用については、
同条中「高齢者の医療の確保に関する法律」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する

法律（平成 18年法律第 83号）第 7条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する
法律」とする。 
 
 
 甲と乙とは、本書２通を作成し、それぞれ記名押印の上、その１通を保有する。 
 
 平成 19年 月 日 
 
               甲 東京都千代田区飯田橋三丁目 5番 1号 
                    東京都後期高齢者医療広域連合 
                     広域連合長 西 野 善 雄 

 
               乙 東京都○○○（区、市、町、村）○○丁目○番○号 

○○○（区、市、町、村） 
 ○○○（区、市、町、村）長 ○ ○ ○ ○ 
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                           別紙４ 

東京都後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例 

目次 

第１章 総則（第１条―第７条） 

第２章 個人情報の収集及び登録（第８条―第１１条） 

第３章 保有個人情報の管理（第１２条・第１３条） 

第４章 保有個人情報の利用（第１４条・第１５条） 

第５章 電子計算組織の結合（第１６条・第１７条） 

第６章 自己情報の開示及び訂正等の請求（第１８条―第 

２６条） 

第７章 救済の手続（第２７条・第２８条） 

第８章 事業者に対する指導及び勧告等（第２９条） 

第９章 補則（第３０条―第３５条） 

第１０章 罰則（第３６条―第４１条） 

附則 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、東京都後期高齢者医療広域連合（以下「広域

連合」という。）が個人情報を取り扱う場合の基本的事項を定め、

個人情報の収集並びに保有個人情報の管理及び利用の適正を期す

るとともに、被保険者等の自己に関する保有個人情報の開示、訂

正等を求める権利を保障することにより、個人情報に係る被保険

者等の基本的人権の擁護と信頼される広域行政の実現を図ること

を目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。 

（１）個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれ

る氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別す

ることができるもの（他の情報と照合することができ、それ

により特定の個人を識別することができることとなるものを

含む。）をいう。 

（２）保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得

した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録（電子的方

式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）により当該

実施機関が管理している個人情報をいう。 

（３）被保険者等 実施機関により個人情報が管理されている被

保険者（高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律
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第８０号）第５０条に規定する被保険者をいう。以下同じ。）

及び被保険者以外の者をいう。 

（４）実施機関 広域連合長、選挙管理委員会、監査委員及び議

会をいう。 

（５）事業者 広域連合の区域内に事業所又は事務所を有し、又

は広域連合の区域内において事業を営む法人その他の団体

（国、独立行政法人等（独立行政法人等の保有する個人情報

の保護に関する法律（平成１５年法律第５９号）第２条第１

項に規定する独立行政法人等をいう。）、地方公共団体及び

地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成１５年法律第

１１８号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人をい

う。）を除く。）及び個人 

（６）電子計算組織 与えられた処理手順に従い、事務を自動的

に処理する電子計算機器の組織をいう。 

（７）個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であ

って、次に掲げるものをいう。 

イ 一定の業務の目的を達成するため、特定の保有個人情報

について電子計算組織を用いて検索することができるよ

うに体系的に構成したもの 

ロ イに掲げるもののほか、一定の業務の目的を達成するた

めに氏名、生年月日その他の記述等により特定の保有個人

情報を容易に検索することができるように体系的に構成

したもの 

 （実施機関及び関係区市町村の責務） 

第３条 実施機関は、個人情報の収集又は保有個人情報の管理若し

くは利用に当たっては、被保険者等の基本的人権を尊重するとと

もに、個人情報の保護を図るため必要な措置を講じ、その他安全

対策を講じなければならない。 

２ 実施機関は、保有個人情報の適正な管理及び安全の保護を図る

ため、個人情報等安全対策責任者を置かなければならない。 

３ 実施機関は、個人情報を収集し、又は保有個人情報を管理し、

若しくは利用する職員に対し、個人情報保護及び適正な管理等の

安全対策に関し必要な知識を付与し、意識の向上を図るため研修

を行わなければならない。 

４ 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に

知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた

後も、また同様とする。 

５ 広域連合を組織する特別区、市、町及び村（以下「関係区市町

村」という。）は、後期高齢者医療事務に係る個人情報の漏えい、

滅失、改ざん、き損その他の事故の防止その他の個人情報の適正

な管理及び安全保護を図るために必要な措置を講じるとともに、
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広域連合の個人情報に係る安全保護対策に協力しなければならな

い。 

（事業者の責務） 

第４条 事業者は、後期高齢者医療の事務に係る個人情報の漏えい、

滅失、改ざん、き損その他の事故の防止、その他の個人情報の適

正な管理及び安全保護を図るために必要な措置を講じるとともに、

広域連合の個人情報に係る安全保護対策に協力しなければならな

い。 

 （被保険者等の責務） 

第５条 被保険者等は、個人情報の保護の重要性を認識し、相互に

基本的人権を尊重するとともに、個人情報の保護に関する広域連

合の施策に協力するよう努めなければならない。 

（委託等に係る措置） 

第６条 実施機関は、個人情報を収集し、又は保有個人情報を管理

し、若しくは利用する業務の処理を広域連合の機関以外のものに

委託しようとするときは、あらかじめ東京都後期高齢者医療広域

連合情報公開・個人情報保護審議会条例（平成１９年東京都後期

高齢者医療広域連合条例第６号）に基づく東京都後期高齢者医療

広域連合情報公開・個人情報保護審議会（以下「審議会」という。）

の意見を聴くとともに、その委託契約等において、個人情報を保

護するために必要な措置を講じなければならない。 

 （受託者等の責務） 

第７条 前条の規定により実施機関から個人情報を収集し、又は保

有個人情報を管理し、若しくは利用する業務の処理を受託したも

のは、個人情報の漏えい、紛失、改ざん、破損その他の事故を防

止し、適正な管理及び安全の保護を図るために必要な措置を講じ

なければならない。 

２ 前項の規定による受託業務に従事する者又は従事していた者は、

その業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は当該業

務以外の目的に使用してはならない。 

第２章 個人情報の収集及び登録 

 （適正収集の原則） 

第８条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を収集

し、並びに保有個人情報を管理し、及び利用する業務の目的を明

確にし、その業務の目的の達成に必要な最小限の範囲内で、適法

かつ公正な手段によって本人から直接収集しなければならない。 

（本人以外のものからの収集） 

第９条 実施機関は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれ

かに該当する場合は、個人情報を本人以外のものから収集するこ

とができる。 

（１）本人の同意があるとき。 

（２）法令に定めがあるとき。 
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（３）出版、報道等により当該個人情報が公にされている 

とき。 

（４）所在が不明であること、明らかに判断能力が欠けて 

いること等の事由により、本人から収集することができない

と認められるとき。 

（５）人の生命、身体、健康または財産に対する危険を避 

けるため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。 

（６）争訟、選考、指導、相談等の業務で、本人から収集 

したのではその目的を達成し得ないと認められるとき。 

（７）国又は他の地方公共団体から収集することが業務の 

執行上やむを得ないと認められる場合で、本人の権利利益を

不当に侵害するおそれがないと認められるとき。 

（８）前各号に掲げる場合のほか、あらかじめ審議会の意見を聴

いて公益又は被保険者の福祉の向上のために特に必要がある

と実施機関が認めるとき。 

２ 実施機関は、前項第５号又は第８号の規定により個人情報を収

集したときは、その事実を本人に通知しなければならない。ただ

し、審議会の意見を聴いてその必要がないと認めるときは、この

限りでない。 

（要注意情報の収集禁止） 

第１０条 実施機関は、次に掲げる事項（以下「要注意情報」とい

う。）に係る個人情報を収集してはならない。 

（１）思想、信条及び宗教に関する事項 

（２）社会的差別の原因となる社会的身分に関する事項 

（３）犯罪に関する事項 

２ 実施機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに

該当する場合は、要注意情報に係る個人情報を収集することがで

きる。 

（１）法令に定めがあるとき。 

（２）業務の目的を達成するために欠くことができない場 

合で、あらかじめ審議会の意見を聴いて公益上特に必要があ

ると認めるとき。 

（業務の登録） 

第１１条 実施機関は、個人情報を収集し、並びに保有個人情報を

管理し、及び利用する業務について、次に掲げる事項をあらかじ

め個人情報取扱業務登録簿に登録しなければならない。ただし、

実施機関の職員又は職員であった者に係る個人情報であって、専

らその人事、給与、福利厚生等に関する業務については、この限

りでない。 

（１）業務の名称 

（２）業務の目的 

（３）対象となる個人の範囲 
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（４）記録する個人情報の種別 

（５）前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

２ 実施機関は、前項本文の規定により登録した業務を廃止したと

き、又は同項各号に掲げる事項で登録したものを変更したときは、

当該業務の登録を抹消し、又は登録している事項を修正しなけれ

ばならない。 

３ 実施機関は、第１項本文の規定による登録をしたとき、又は前

項の規定による抹消若しくは修正をしたときは、その旨を審議会

に報告しなければならない。 

４ 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじ

め審議会の意見を聴かなければならない。 

（１）既に登録してある業務の全部又は一部を他の業務に加える

とき。 

（２）既に登録してある２以上の業務の全部又は一部を合わせて

新たな業務を登録するとき。 

５ 実施機関は、第１項本文に定める個人情報業務登録簿を一般の

閲覧に供しなければならない。 

第３章 保有個人情報の管理 

（適正管理の原則） 

第１２条 実施機関は、保有個人情報の適正な管理及び安全の保護

を図るため、次に掲げる事項について、必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

（１）保有個人情報を正確かつ最新なものとすること。 

（２）保有個人情報の漏えい、紛失、改ざん、破損その他の事故

を防止すること。 

２ 実施機関は、保有個人情報の管理が必要でなくなったときは、

これを速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、

歴史的資料として保存する必要のあるものについては、この限り

でない。 

（個人情報ファイル） 

第１３条 実施機関は、個人情報ファイルを管理しようとするとき

は、次に掲げる事項をあらかじめ個人情報ファイル簿に登録しな

ければならない。 

（１）個人情報ファイルの名称 

（２）個人情報ファイルの利用目的 

（３）個人情報ファイルに記録する項目 

（４）個人情報ファイルに記録する個人の範囲 

（５）前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

２ 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する個人情報ファイル

を管理しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなけ

ればならない。 

（１）要注意情報に係る保有個人情報を含む個人情報ファイル 
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（２）２以上の業務に係る個人情報ファイル 

３ 第１項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適

用しない。 

（１）第１項の規定による登録に係る個人情報ファイルに記録さ

れている保有個人情報の全部又は一部を記録した個人情報フ

ァイルであって、その利用目的、記録される項目及び記録さ

れる個人の範囲が当該登録に係るこれらの事項の範囲内のも

の 

（２）１年以内に消去することとなる個人情報ファイル 

（３）記録される個人の数が規則で定める数に満たない個人情報

ファイル 

４ 実施機関は、第１項の規定により登録した個人情報ファイルの

管理をやめたとき、又は同項各号に掲げる事項で登録したものを

変更したときは、当該個人情報ファイルの登録を抹消し、又は登

録している事項を修正しなければならない。 

５ 実施機関は、第１項の規定による登録をしたとき、又は前項の

規定による抹消若しくは修正をしたときは、その旨を審議会に報

告しなければならない。 

６ 実施機関は、第１項に定める個人情報ファイル簿を一般の閲覧

に供しなければならない。 

第４章 保有個人情報の利用 

（適正利用の原則） 

第１４条 実施機関は、収集した保有個人情報を当該保有個人情報

を取り扱う業務の目的に則して適正に利用しなければならない。 

（目的外利用及び外部提供の制限） 

第１５条 実施機関は、本人の同意を得た場合、第１１条第１項の

規定により登録された同項第２号に規定する業務の目的の範囲を

超えて当該登録に係る保有個人情報を利用すること（以下「目的

外利用」という。）ができる。 

２ 実施機関は、本人の同意を得た場合、収集した保有個人情報を

広域連合の機関以外のものに提供すること（以下「外部提供」と

いう。）ができる。 

３ 前２項に定める場合のほか、次の各号のいずれかに該当すると

きは、本人の同意を得ないで目的外利用又は外部提供をすること

ができる。 

（１）法令に定めがあるとき。 

（２）出版、報道等により当該保有個人情報の内容が公にされて

いるとき。 

（３）人の生命、身体、健康又は財産に対する危険を避けるため、

緊急かつやむを得ないと認められるとき。 

（４）専ら統計の作成のために利用し、又は提供する場合で、本

人の権利利益を不当に侵害するおそれのないとき。 
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（５）前各号に掲げる場合のほか、あらかじめ審議会の意見を聴

いて公益又は被保険者の福祉の向上のために特に必要がある

と実施機関が認めるとき。 

４ 実施機関は、前項の規定により目的外利用又は外部提供をする

ときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することのない

ようにしなければならない。 

５ 実施機関は、第３項により目的外利用又は外部提供したときは、

遅滞なくその旨を審議会に報告しなければならない。 

６ 実施機関は、第３項第３号又は第５号の規定により目的外利用

又は外部提供をしたときは、その事実を本人に通知しなければな

らない。ただし、審議会の意見を聴いて必要がないと認めるとき

は、この限りでない。 

７ 実施機関は、第１項から第３項までの規定により目的外利用又

は外部提供をしたときは、規則で定める事項を記録し、一般の閲

覧に供しなければならない。 

８ 実施機関は、外部提供をするときは、外部提供を受けるものに

対し、外部提供をしようとする保有個人情報の使用目的若しくは

使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱

いについて必要な措置を講じるよう求めなければならない。 

第５章 電子計算組織の結合 

（電子計算組織の結合に係る措置） 

第１６条 実施機関は、保有個人情報を提供し、又は個人情報の提

供を受けるため、広域連合の電子計算組織と広域連合の機関以外

のものの電子計算組織とを通信回線その他の方法により結合する

ときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。 

２ 実施機関は、広域連合の電子計算組織と広域連合の機関以外の

ものの電子計算組織との結合（以下「電算結合」という。）をし

たときは、次に掲げる措置をとらなければならない。 

（１）電算結合の状況について審議会に報告すること。 

（２）規則で定める事項を記録し、一般の閲覧に供すること。 

（電算結合の一時中断等） 

第１７条 実施機関は、電算結合をした場合において、次の各号の

いずれかに該当するときは、提供先等に対して調査を行い、必要

に応じて報告を求めるものとする。 

（１）提供する保有個人情報又は提供を受ける個人情報について、

漏えい、改ざん等が行われ、又は行われるおそれがあるとき。 

（２）提供した保有個人情報について提供する目的の範囲を超え

て利用若しくは提供が行われ、又は行われるおそれがあると

き。 

（３）事故、災害等が発生した場合で、保有個人情報の適正な管

理及び安全の保護を図るため必要と認めるとき。 
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２ 実施機関は、前項に規定する調査又は報告の結果に基づき必要

があると認めるときは、審議会の意見を聴いて、電算結合の一時

中断等提供する保有個人情報及び提供を受ける個人情報の保護に

関し必要な措置を講じるものとする。 

３ 前項に規定する場合において、実施機関は、緊急かつやむを得

ない理由があると認めるときは、直ちに同項に規定する措置を講

じ、その内容を速やかに審議会に報告するものとする。 

４ 実施機関は、第１項各号のいずれにも該当しなくなったと認め

るときは、審議会の意見を聴いて、前２項の規定により講じた措

置を解除するものとする。 

第６章 自己情報の開示及び訂正等の請求 

（開示の請求） 

第１８条 被保険者等は、実施機関に対し、自己に関する保有個人

情報（以下「自己情報」という。）の開示の請求（以下「開示の

請求」という。）をすることができる。 

２ 実施機関は、開示の請求に係る自己情報が次の各号のいずれか

に該当するときは、当該開示の請求に応じないことができる。 

（１）法令に定めがあるもの 

（２）個人の評価、診断、判定、選考、推薦、指導、相談等（以

下「評価等」という。）に関するものであって、本人に知ら

せないことが正当と認められるもの又は開示することにより

当該評価等に係る実施機関の公正若しくは適正な業務の執行

に著しい支障を生じるおそれのあるもの 

（３）取締り、調査、交渉、照会、争訟等に関するもので、開示

することにより、実施機関の公正又は適正な業務の執行に著

しい支障を生じるおそれのあるもの 

（４）開示することにより、第三者の権利利益を不当に侵害する

おそれのあるもの 

（５）国又は他の地方公共団体から提供された保有個人情報であ

って、開示することにより、当該情報を提供したものの適正

な業務の遂行に著しい支障を生じるおそれのあるもの 

（６）未成年者の法定代理人による開示の請求がなされた場合で

あって、開示することが、当該未成年者の利益に反すると認

められるとき。 

（７）前各号に掲げる場合のほか、審議会の意見を聴いて、本人

に開示しないことが公益上特に必要であると実施機関が認め

るとき。 

３ 実施機関は、請求に係る自己情報に前項の規定に基づき開示し

ないこととした自己情報（以下「非開示情報」という。）とそれ

以外の自己情報とが記録されている場合において、これを容易に、

かつ、開示の請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、
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非開示情報に係る部分を除いて開示の請求に応じなければならな

い。 

４ 実施機関は、非開示情報であっても、その開示を拒む理由がな

くなった後に新たに開示の請求があったときは、当該開示の請求

に応じなければならない。 

（自己情報の存否に関する情報） 

第１９条 開示の請求に対し、当該開示の請求に係る自己情報が存

在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することと

なるときは、実施機関は、当該自己情報の存否を明らかにしない

で、当該開示の請求を拒否することができる。 

（訂正の請求） 

第２０条 被保険者等は、自己情報の事実に関する部分に誤りがあ

ると認めるときは、実施機関に対し、当該自己情報の訂正の請求

（以下「訂正の請求」という。）をすることができる。 

（削除の請求） 

第２１条 被保険者等は、次に掲げる場合には、実施機関に対し、

当該自己情報の削除の請求（以下「削除の請求」という。）をす

ることができる。 

（１）自己情報が第８条、第９条第１項又は第１０条の規定に違

反して収集されたと認めるとき。 

（２）自己情報が第１３条第２項の規定に違反して個人情報ファ

イルに記録されたと認めるとき。 

（目的外利用等の中止の請求） 

第２２条 被保険者等は、自己情報が第１５条第１項から第３項ま

での規定に違反して目的外利用又は外部提供をされたと認めると

きは、実施機関に対し、当該自己情報の目的外利用または外部提

供の中止の請求（以下「目的外利用等の中止の請求」という。）

をすることができる。 

（請求の方法） 

第２３条 開示の請求、訂正の請求、削除の請求又は目的外利用等

の中止の請求（以下「開示等の請求」という。）をしようとする

者は、実施機関に対し、本人であることを明らかにして、次に掲

げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。 

（１）開示等の請求を行う者の氏名及び住所 

（２）開示等の請求に係る自己情報を特定するために必要な事項 

（３）開示等の請求の趣旨 

（４）前３号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

２ 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、前項の規定にかか

わらず、本人に代わって開示等の請求をすることができる。 

３ 前項の開示等の請求をしようとする法定代理人は、実施機関に

対し、第１項の請求書を提出するほか、本人の法定代理人である
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ことを明らかにし、かつ、それを証明するために必要な書類で規

則で定めるものを提出し、又は提示しなければならない。 

（請求に対する決定等） 

第２４条 実施機関は、開示等の請求があったときは、当該請求が

あった日の翌日から起算して、開示の請求にあっては１５日以内

に、訂正の請求、削除の請求又は目的外利用等の中止の請求にあ

っては２０日以内に、当該請求に応じるか否かの決定（以下「可

否の決定」という。）をし、その旨を書面により速やかに当該請

求を行った者（以下「請求者」という。）に通知しなければなら

ない。 

２ 実施機関は、開示等の請求に応じない決定（請求の一部につい

て応じない場合を含む。）をしたときは、その理由を併せて請求

者に通知しなければならない。 

３ 実施機関は、やむを得ない理由により、第１項に規定する期間

内に可否の決定をすることができないときは、当該請求があった

日の翌日から起算して３０日を限度としてその期間を延長するこ

とができる。この場合において、実施機関は、延長する理由及び

期間を請求者に書面により通知しなければならない。 

４ 実施機関は、開示等の請求に係る自己情報が存在しないときは、

その旨を書面により請求者に通知しなければならない。 

５ 実施機関は、第１９条の規定に基づき当該開示の請求を拒否し

たときは、その理由を併せて書面により請求者に通知しなければ

ならない。 

（決定後の手続） 

第２５条 実施機関は、前条第１項の規定により開示等の請求に応

じる決定をしたときは、速やかに当該請求に応じなければならな

い。 

２ 実施機関は、前条第１項の規定により訂正の請求、削除の請求

又は目的外利用等の中止の請求に応じる決定をしたときは、その

旨を外部提供を受けているものに通知する等必要な措置を講じな

ければならない。 

（開示の方法） 

第２６条 実施機関は、前条第１項の規定により自己情報を開示す

るときは、記録媒体の種類、性質及び状態に応じて閲覧、視聴ま

たは写しの交付のいずれかの方法により行う。 

第７章 救済の手続 

（苦情の申出） 

第２７条 被保険者等は、実施機関に対し、個人情報の取扱いにつ

いて苦情を申し出ることができる。 

２ 実施機関は、前項の規定による苦情の申出を受けたときは、速

やかに調査を行い、必要に応じて適切な措置を講じなければなら

ない。 
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（不服申立て） 

第２８条 実施機関は、この条例の規定による処分に関し、行政不

服審査法（昭和３７年法律第１６０号）の規定に基づく不服申立

てがあった場合には、当該不服申立てが明らかに不適法であるこ

とを理由として却下するときを除き、遅滞なく審議会に諮問し、

その答申を尊重して当該不服申立てについての決定を行わなけれ

ばならない。 

第８章 事業者に対する指導及び勧告等 

第２９条 広域連合長は、事業者が保有個人情報の保護を図るため

に適切な措置を講じることができるよう、必要な指導及び助言を

行うものとする。 

２ 広域連合長は、事業者がこの条例の趣旨に反する行為をしてい

ると認めるときは、当該事業者に対し、説明又は資料の提出を求

めることができる。 

３ 広域連合長は、事業者が著しくこの条例の趣旨に反する行為を

していると認めるときは、審議会の意見を聴いて、当該事業者に

対し、その取扱いを是正するよう勧告することができる。 

４ 広域連合長は、事業者が第２項の規定による説明若しくは資料

の提出を正当な理由なく拒んだとき、又は前項の規定による勧告

に従わないときは、その事実を公表することができる。 

５ 広域連合長は、前項の規定により事実を公表しようとするとき

は、あらかじめ当該事業者に弁明の機会を与えるとともに、審議

会の意見を聴かなければならない。 

第９章 補則 

（費用負担） 

第３０条 この条例の規定による自己情報の開示等に要する費用は、

無料とする。ただし、第２６条の規定による写しの作成及び送付

に要する費用は、請求者の負担とする。 

（国等への要請） 

第３１条 広域連合長は、個人情報の保護を図るため必要があると

認めるときは、国又は他の地方公共団体等に対し、適切な措置を

講じるよう要請するものとする。 

（実施状況の公表） 

第３２条 広域連合長は、毎年１回、各実施機関の個人情報保護制

度の運用状況をとりまとめ、公表しなければならない。 

（監査の実施） 

第３３条 広域連合長は、個人情報の収集並びに保有個人情報の管

理及び利用の適正を期するため、定期に、又は必要に応じて監査

を実施するものとする。 

（他の法令との調整） 
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第３４条 この条例は、他の法令の規定により開示等の請求その他

これに類する請求に係る手続が定められている場合については、

適用しない。 

（委任） 

第３５条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

第１０章 罰則 

第３６条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第７条第１

項の規定による受託業務に従事している者若しくは従事していた

者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録さ

れた第２条第７号イに係る個人情報ファイル（その全部又は一部

を複製し、又は加工したものを含む。）を提供したときは、２年

以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処する。 

第３７条 前条に規定する者が、当該業務に関して知り得た保有個

人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、

又は盗用したときは、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に

処する。 

第３８条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の

用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された

文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録を収集したときは、

１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

第３９条 第７条第１項の規定による受託業務に従事している者又

は従事していた者で、当該業務に関して知り得た個人の秘密を漏

らしたものは、１年以下の懲役又は３０万円以下の罰金に処する。 

第４０条 第７条第１項の規定による受託業務を行う法人の代表者

又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法

人又は人の業務に関して第３６条、第３７条又は前条の違反行為

をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し

ては、１００万円以下の罰金に処する。 

第４１条 偽りその他不正の手段により、開示の請求に応じる決定

に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、５万円以下の過料に

処する。 

   附 則 

１ この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から平成２０

年３月３１日までにおける第２条第３号の規定の適用については、

同号中「高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８

０号）第５０条に規定する被保険者」を「健康保険法等の一部を

改正する法律（平成１８年法律第８３号）第７条の規定の施行の

日以後において同条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に

関する法律（昭和５７年法律第８０号）第５０条に規定する被保

険者に該当することとなるものとして広域連合長が認める者」と

する。 
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３ 施行日以後初めて行う次の各号に掲げる行為については、施行

日前に行った東京都後期高齢者医療広域連合設立準備委員会の決

定を当該各号に定める審議会の意見聴取の結果とみなす。 

 （１）健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８

３号）第７条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関

する法律（昭和５７年法律第８０号。以下「改正後の高齢者

医療確保法」という。）第７０条第４項の規定による委託に

係る準備行為として行う第６条の規定による委託 第６条の

規定による審議会の意見聴取 

 （２）改正後の高齢者医療確保法第１３８条第２項の規定による

関係区市町村からの資料の提供に係る準備行為として行う第

９条第１項第８号の規定による個人情報の収集及び同条第２

項ただし書の規定による本人への不通知 第９条第１項第８

号及び同条第２項ただし書の規定による審議会の意見聴取 

（３）改正後の高齢者医療確保法第１３８条第２項の規定による

関係区市町村からの資料の提供に係る準備行為として行う第

１３条第２項第２号の規定による個人情報ファイルの管理 

第１３条第２項第２号の規定による審議会の意見聴取 

（４）改正後の高齢者医療確保法第１３８条第２項の規定による

関係区市町村からの資料の提供に係る準備行為として行う第

１５条第３項第５号の規定による目的外利用及び外部提供並

びに同条第６項ただし書の規定による本人への不通知 第１

５条第３項第５号及び同条第６項ただし書の規定による審議

会の意見聴取 

（５）改正後の高齢者医療確保法第１３８条第２項の規定による

関係区市町村からの資料の提供に係る準備行為として行う第

１６条の規定による電算結合 第１６条第１項の規定による

審議会の意見聴取 
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                          別紙５ 

東京都後期高齢者医療広域連合情報セキュリティ基本方針 
 
今日、インターネットをはじめとする情報通信ネットワークや情報システム

の利用は生活、経済、社会のあらゆる面で拡大しています。一方、個人情報の

漏えい、不正アクセスや新たな攻撃手法による情報資産の破壊・改ざん、操作

ミス等によるシステム障害等が後を絶ちません。また、自然災害によるシステ

ム障害にも備える必要があります。  
東京都後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」という。）では、後期高齢

者の個人情報や行政運営上重要な情報などの重要な情報を多数取り扱っていま

す。 
また、東京都６２区市町村、広域連合とも、電子自治体を構築し、多くの業

務で情報システム化やネットワーク化が進んでいます。これらの情報資産を

様々な脅威から防御することは、東京都民の権利、利益を守るためにも、また、

地方公共団体の安定的、継続的な運営のためにも必要不可欠です。  
これらの状況を受け、広域連合における情報資産に対する安全対策を推進し、

住民からの信頼を確保し、さらに地域に貢献するため、以下に積極的に取り組

むことを宣言します。 
 

(１) 情報セキュリティ対策に取り組むための全庁的な体制を確立する。  
(２) 情報セキュリティ対策の基準として情報セキュリティ対策基準を策定
し、その実行のための手順等を盛り込んだ実施手順を策定する。  

(３) 広域連合の保有する情報資産を適切に管理する。  
(４) 情報セキュリティ対策の重要性を認識させ、当該対策を適切に実施する
ために、職員等に対して必要な教育を実施する。  

(５) 情報セキュリティに関する事故が発生した場合又はその予兆があった
場合に速やかに対応するため、緊急時対応計画を定める。  

(６) 情報セキュリティ対策の実施状況の監査及び自己点検等を通して、定期
的に対策の見直しを実施する。  

(７) すべての職員等は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持
ち、業務の遂行に当たって情報セキュリティ基本方針、情報セキュリティ

対策基準及び情報セキュリティ実施手順を遵守する。  
(８) 地域全体の情報セキュリティの基盤を強化するため、地域における広報
啓発や注意喚起、官民の連携・協力等に積極的に貢献する。  

 
平成１９年３月１日 
東京都後期高齢者医療広域連合長 
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                           別紙６ 

 

後期高齢者医療制度の運営に伴う個人情報の保護及び 

後期高齢者医療広域連合電算処理システムの運営に関する基準 

 

 平成 19 年 4 月 26 日 

                       副広域連合長決定 
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第７章 電算処理システム運用管理（第 29 条-第 31 条） 

第８章 雑則（第 32 条）  
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  第１章 総則 

（目的） 

第１条 この基準は、「後期高齢者医療制度の運営に伴う個人情報の保護及び後

期高齢者医療広域連合電算処理システムの運営に関する協定書」(以下「協定」

という。)に基づき、東京都後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」とい

う。)並びに広域連合を組織する特別区、市、町及び村(以下「関係区市町村」

という。)が適正に個人情報の管理及び後期高齢者医療広域連合電算処理シス

テム(以下「電算処理システム」という。)の運営を行うことを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この基準において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

(1) 情報統括管理者 広域連合が所管する個人情報及び電算処理システム

の管理を統括する者をいう。 

(2) 情報管理者 広域連合が所管する個人情報及び電算処理システムの総

合的管理を行う者をいう。 

(3) 情報利用統括責任者 関係区市町村の職員で電算処理システム等の運

営の調整を行う者をいう。 

(4) 情報利用責任者 広域連合が所管する個人情報及び電算処理システム

を利用する施設の職員で施設内の電算処理システム等の運営の調整を行
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う者をいう。 

(5) ネットワーク 電算処理システムを運営するために、関係区市町村及

び広域連合に設置された電子計算組織を結びつけるため利用する通信ネ

ットワーク全体をいう。 

(6)  関係区市町村の管理の通信ネットワーク ネットワークのうち、関係

区市町村の施設内における通信ネットワークをいう。 

(7) 広域連合関連施設 関係区市町村及び広域連合の事務所等でこの電算

処理システムを利用する施設をいう。 

(8) 広域連合関連出先施設 関係区市町村の出張所、支所等でこの電算処

理システムを利用する出先の施設をいう。 

(9) データセンター 前２号に掲げる施設と通信回線を通じ接続し、電算

処理システムで扱うデータ及び必要なソフトウェアを集中管理し、情報処

理を行う機器を設置する施設をいう。 

(10) データ通信網 ネットワークのうち、広域連合関連施設とデータセン

ターとを結ぶ通信回線であるネットワークをいう。 

(11) 情報資産 広域連合で扱う個人情報、情報システム（ソフトウェアを

含む。）、ネットワーク及び設定情報を含む情報データの一切をいう。 

(12)  ソフトウェア資産 情報資産のうち、電算処理システムに必要なプ
ログラムなどのソフトウェアをいう。 

(13) 情報端末機等 電算処理システムを運営するために、情報管理者が調

達し関係区市町村及び広域連合に設置された電算処理システム用の機器

のうち、端末機及びプリンタをいう。 

 

（電算処理システム構成及び電算処理システム設置施設の範囲） 

第３条 電算処理システムは、次に掲げる電算処理システムで構成する。 

(1) 広域連合システム データセンターに集中した情報を管理し、資格管

理業務、保険料業務、給付業務、保健事業業務及び電算処理システムの導

入・運用の実施等を行う基幹的システムをいう。 

(2) 区市町村連携システム 関係区市町村における電算処理システムの窓

口業務及び住基情報等の収受を行う連携システムをいう。 

２ 電算処理システムを設置する施設の範囲は、広域連合関連施設、広域連合

関連出先施設及びデータセンターとする。 

３ 電算処理システムと電算処理システム以外のネットワーク及び機器との結

合については、協定第６条第５項の規定による。 

 

 

  第２章 電算処理システムの管理 

（ソフトウェア資産の所有） 

第４条 ソフトウェア資産は、広域連合が所有する。 

 

（電算処理システムの管理体制） 

第５条 情報統括管理者は、常勤の副広域連合長をもって充てる。 
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２ 情報管理者は、広域連合の保険部長をもって充てる。 

３ 情報利用統括責任者は、後期高齢者医療制度を所管する課の長（広域連合

においては、保険部管理課長）をもって充てる。 

４ 情報利用責任者は、広域連合関連施設内においては所管係長、広域連合関

連出先施設においては、情報利用統括責任者が指定する職員をもって充てる

ことができる。 

５ 情報管理者と情報利用統括責任者は、相互に連絡を行い、個人情報保護及

び電算処理システムの適正な運営を図るものとする。 

 

（情報統括管理者の所掌事項） 

第６条 情報統括管理者は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 個人情報の保護及び電算処理システムの適正かつ的確な運営に係る計

画等の決定に関すること。 

(2) 電算処理システムの構成機器全体の配置及び配置計画の決定に関する

こと。 

(3) ネットワーク全体の決定に関すること。 

(4) 個人情報の保護に係る指導全体に関すること。 

(5) 電算処理システムの適正な運用全体に関すること。 

 

（情報管理者の所掌事項） 

第７条 情報管理者は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 個人情報の保護及び電算処理システムの適正かつ的確な運営に関する

調査、企画及び計画立案に関すること。 

(2) 個人情報の保護及び電算処理システムの適正かつ的確な運営を図るう

えで必要となる規程などの整備及び当該事項に係る情報利用統括責任者

への周知に関すること。 

(3) 個人情報の保護及び電算処理システムの適正かつ的確な運営を図るう

えで必要となる措置の実施及び情報利用統括責任者への指示に関するこ

と。 

(4) 情報管理者が所管する電算処理システムの調達、設置、配置計画及び

維持管理に関すること。 

(5) ネットワーク全体の管理、運営及び調整に関すること。 

(6) ネットワークのうち、関係区市町村の管理の通信ネットワーク以外の

部分の維持管理に関すること。 

(7) 電算処理システムの障害発生時の対処に関すること。 

 

（情報利用統括責任者の所掌事項） 

第８条 情報利用統括責任者は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 前条第３号の規定により情報管理者から指示された事項の遂行に関す

ること及び当該関係区市町村の情報利用責任者に必要な措置の実施等を

指示すること。 

(2) 当該関係区市町村における情報利用責任者の意見要望を統括した個人
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情報の保護及び電算処理システムの適性かつ的確な運営を図るうえで必

要となる措置についての情報管理者への依頼に関すること。 

(3) 情報利用責任者が運営する電算処理システムの構成機器の適切な維持

管理の統括に関すること。 

(4) 情報利用責任者が運営する関係区市町村の管理の通信ネットワークの

適切な維持管理の統括に関すること。 

(5) 個人情報に関する事故、電算処理システムの障害発生等に関する情報

管理者への連絡及び自らの応急措置に関すること。 

 

（情報利用責任者の所掌事項） 

第９条 情報利用責任者は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 前条第１号の規定による情報利用統括責任者から指示された事項の遂

行に関すること。 

(2)  関係区市町村における電算処理システムの円滑な運営を図るうえで

必要となる措置について、情報利用総括責任者への依頼に関すること。 

(3) 情報利用責任者が運営する電算処理システムの構成機器の適切な維持

管理に関すること。 

(4) 情報利用責任者が運営する関係区市町村の管理の通信ネットワークの

適切な維持管理に関すること。 

(5) 個人情報に関する事故や電算処理システムの障害発生時等に関する情

報利用統括責任者への連絡と自らの応急措置に関すること。 

(6) 個人情報保護に関する指導に関すること。 

(7) 電算処理システムの適正な運用に関すること。 

 

（プログラム資産の管理） 

第 10 条 プログラム資産の管理は、情報統括管理者が行う。 

２ プログラム資産の内容に変更が生じた場合、情報管理者は情報利用統括責

任者に通知する。 

 

（電算処理システムの管理に係る事務及び費用負担） 

第 11 条 広域連合が調達する電算処理システムの保守に係る事務及び費用負

担は、広域連合が行う。 

２ 広域連合が調達する電算処理システムの改修に係る事務及び費用負担は、

広域連合が行う。 

３ 関係区市町村が第 14 条第４項の規定により増設する情報端末機等に係る

事務及び費用負担は当該関係区市町村が行う。 

４ 電算処理システムを構成する機器の管理については、当該機器を管理する

情報利用統括責任者が行い、当該機器の保管管理に要する費用負担及び消耗

品に係る費用負担は当該関係区市町村が行う。 

５ 電算処理システムのデータ通信網に係る事務及び費用負担は、広域連合が

行う。 
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  第３章 情報資産管理 

（情報資産の管理） 

第 12 条 情報資産の管理は、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第

57 号）、東京都後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例（平成 19 年東京都

後期高齢者医療広域連合条例第５号）、関係区市町村の個人情報の保護に関す

る条例その他の規程の定めるところにより、個人情報の保護に関し必要な措

置を講じ、個人の権利利益を保護し、もって信頼される後期高齢者医療制度

の業務遂行の実現を図ることとする。 

２ 情報管理者及び情報利用統括責任者は、情報資産について、大量複製の容

易性、データの集中性などその特性に留意して、漏洩、滅失、き損等の防止

を図り、適正な管理を行わなければならない。 

３ 情報管理者は、電算処理システムの運営上緊急を要する場合には、電算処

理システムに蓄積されている情報を追加、修正又は削除することができる。 

４ 前項の場合、情報管理者は、当該情報に係る情報利用統括責任者に対し、

その事実を通知する。 

５ 第３項に定めるもののほか、業務運営上発生しうる電算処理システムに蓄

積されている情報の追加、修正又は削除については、別に定める。 

 

（情報の相互提供） 

第 13 条 情報管理者は、業務遂行上必要と認められる限度において、電算処理

システムの設定情報等を情報利用統括責任者へ提供することができる。 

２ 情報利用統括責任者は、業務遂行上必要と認められる限度において、電算

処理システムの設定情報等を情報管理者又は他の情報利用統括責任者へ提供

することができる。 

３ 情報利用統括責任者は、前２項の規定により提供を受けた情報等に関して、

情報の追加、修正及び削除を行なう必要が生じた場合は、当該情報提供者の

承諾を受けたうえでこれを行うことができる。 

 

 

  第４章 電算処理システムの整備計画 

（整備計画の策定） 

第 14 条 情報管理者は、電算処理システムの整備計画を策定し、情報統括管理

者に諮って決定する。 

２ 前項の整備計画において、関係区市町村に配置する情報端末機等の配置基

準を定める。 

３ 前項の配置基準は、別表のとおりとし、必要に応じて概ね５年ごとに見直

しを行う。  

４ 前２項に定めるもののほか、情報利用統括責任者は当該関係区市町村の業務

等の状況に応じて、情報管理者と協議し、情報端末機等の増設及び減設を図

ることができる。  
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（電算処理システムの改修） 

第 15 条 情報利用統括責任者は、業務形態の変更等の理由により、電算処理シ

ステムに所要の改修の必要が生じた場合には、情報管理者に当該改修要望を

申請することができる。 

２ 情報統括管理者は、前項の規定による改修要望等の申請があった場合は、

当該改修要望の適否等を決定する。 

３ 改修要望の適否等の決定に際しては、次に掲げる要件を満たさなければな

らない｡ 

 (1) 行政サービス向上をはじめとした、多角的な効果が見込めるものである

こと。 

 (2) 電算処理システムを利用する関係区市町村及び広域連合のすべてに寄

与するものであること。 

４ 情報管理者は、関係する第２項の規定により決定した場合、関係する情報

利用統括責任者へ当該改修要望の適否等について通知する。 

 

（電算処理システムの構成機器の変更） 

第 16 条 情報利用統括責任者は、業務形態の変更等の理由により、所要の電算

処理システムの構成機器の変更の必要が生じた場合には、情報管理者に当該

変更要望を申請することができる。 

２ 情報統括管理者は、前項の規定による変更要望の申請があった場合には、

当該変更要望の適否等を決定する。 

３ 情報管理者は、前項の規定により決定した場合、関係する情報利用統括責

任者へ当該変更要望の適否等について通知する。 

４ 電算処理システムの構成機器の変更に係る事務及び費用負担については、

情報利用統括責任者が情報管理者の承諾を得たうえで第 11 条の例による。 

 

 

  第５章 端末操作者管理 

（端末操作者管理） 

第 17 条 電算処理システムの操作者の管理は、パスワードにより行う｡ 

２ 情報利用統括責任者は、当該担当職員で電算処理システムを利用する必要

があると認めた者について、端末操作者指定申請書（別記第１号様式）を情

報管理者に提出しなければならない。 

３ 情報管理者は、端末操作者指定申請書により指定を受けた者が、次条に規

定する資格のいずれかに該当すると認めた場合には情報利用統括責任者に通

知するものとする。 

 

（端末操作者の資格） 

第 18 条 情報端末機等の端末操作者になることができる者は、次に掲げる者と

する｡  

(1) 電算処理システムを利用して事務処理を行う業務主管課の職員 

(2) 電算処理システムを利用して電算処理を行う電算担当の職員 
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(3) 前２号の職員に代わる者で情報利用統括責任者が情報管理者の承認を

得たもの 

(4) 前３号に掲げるもののほか、情報管理者が必要と認めた者 

 

 （パスワードの付与） 

第 19 条 情報管理者は、情報端末機等の不正使用防止のため端末操作者ごとに

パスワードを設定しなければならない｡ 

２ 第 17 条第３項の規定により端末操作者の資格があると通知された者は、電

算処理システムパスワード申請・許可書（別記第２号様式）により、利用し

ようとする業務に係るパスワードの付与を情報利用統括責任者に申請しなけ

ればならない。 

３ 前項の規定により許可を受けパスワードを付与された者は、パスワードの

内容を他人に漏らしてはならない。 

 

（端末操作者の変更等） 

第 20 条 情報利用統括責任者は、端末操作者の変更の必要が生じた場合には、

速やかに第 17 条の規定により改めて情報管理者に届け出なければならない。 

２ 情報利用統括責任者は、端末操作者の解除の必要が生じた場合には、端末

操作者解除申請書（別記第３号様式）により速やかに情報管理者に届け出な

ければならない。 

 

（データの保全） 

第 21 条 端末操作者は、情報資産及び情報端末機等の取扱いについて、別に

定める事項を遵守し、データの保全に努めなければならない｡  

 

（操作記録） 

第 22 条 情報管理者は、端末操作者の電算処理システムの利用について、操作

記録（アクセスログ）を取得しなければならない。 

 

（操作手引書） 

第 23 条 情報管理者は、電算処理システムの適切な利用を図るため、電算処理

システムの操作手引書を作成し、情報利用統括責任者及び情報利用責任者に

配布しなければならない。 

２ 端末操作者は、前項の操作手引書を遵守した操作を行わなければならない。 

 

（教育及び研修） 

第 24 条 情報利用統括責任者及び情報利用責任者は、端末操作者に対し必要な

教育及び研修を行わなければならない。 

 

 

  第６章 電算処理システムの障害対応 

（緊急時対応手順） 



 29

第 25 条 情報管理者は、電算処理システムに係る事故を未然に防止し、又は被

害を最小限に抑えるように努め、緊急時における対応手順を整備しなければ

ならない。 

２ 前項の規定による緊急時対応手順は、電算処理システムの変更時及び事故

の発生時には、その原因等を分析し、見直しを行うものとする。 

 

（訓練） 

第 26 条 情報利用統括責任者は、情報管理者の指示のもとに、電算処理システ

ムに係る事故を想定した緊急時対応訓練を行わなければならない。 

 

（発生時の対処） 

第 27 条 情報利用統括責任者は、電算処理システムに係る事故が発生した場合

は、情報管理者の指示のもとに、緊急時対応手順に基づき、速やかに復旧の

ために必要な措置を講じなければならない。 

２ 情報管理者は、事故の発生及び当該事故に係る対応の記録を整備するもの

とする。 

 

（事故報告及び再発防止） 

第 28 条 情報管理者は、電算処理システムに係る事故の復旧後速やかに事故報

告書を統括情報管理者に提出しなければならない。 

２ 情報管理者は、電算処理システムの事故の対応を行った場合は、発生した

事象を分析するとともに情報の周知及び共有化を図り、再発防止に努めなけ

ればならない。 

 

 

  第７章 電算処理システムの運用管理 

（電算処理システムの利用時間） 

第 29 条 情報端末機等の利用時間は、原則として土曜日及び日曜日、国民の祝

日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日並びに 12 月 29

日から翌年の１月３日までの日以外の午前８時３０分から午後５時１５分ま

でとする｡ 

２ 前項に定める時間以外に情報端末機等の利用する広域連合関連施設及び広

域連合関連出先施設がある場合、所管する情報利用統括責任者は､利用予定日

の１週間前までに電算処理システム時間外使用申請･承認書（別記第３号様

式）を情報管理者に提出しなければならない｡ 

３ 情報管理者は､ 電算処理システム時間外使用申請･承認書を受け取った場合

は､その内容を審査し必要な措置をとるとともに、情報利用統括責任者に通知

する。 

 

（情報端末機等の運用管理） 

第 30 条 情報端末機等について、情報利用統括責任者及び情報利用責任者は、

次に掲げる項目を遵守するものとする。 
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(1) 情報管理者が調達し設置した場所においてのみ使用するものとし、庁舎

外への持出し及び移動を禁ずる。ただし、次に掲げる場合を除く。  

   イ 災害時の情報端末として使用する場合  

     ロ その他情報管理者が必要と認めた場合  

(2) 情報端末機等は、紛失等に十分注意し、設置場所の変更が必要な場合は、

情報管理者と事前に協議すること。 

(3) 情報端末機等及びネットワーク等の環境設定を変更することを禁ずる。  

(4) 情報端末機等及びネットワーク等の環境設定に関する情報は、外部の者

に提供してはならない。  

(5) 情報端末機等に、調達時インストール済みのソフトウェア以外のソフト

ウェア類をインストールする事を原則として禁ずる。この場合において、

ソフトウェア類のインストールが必要な場合は、情報管理者と事前協議す

ること。  

(6) 情報端末機等に、調達時に添付された周辺装置以外の周辺装置等を接続

する事を禁ずる。この場合において、周辺装置の接続が必要な場合は、情

報管理者と事前協議すること。 

 

（外部記録媒体の管理） 

第 31 条 情報利用統括責任者は、電算処理システムで取り扱う外部記録媒体管

理台帳を作成して、媒体の種類、記録するデータの内容、受渡しの記録、保

管場所等を適正に管理しなければならない。 

 

 

  第８章 雑則 

（委任） 

第 32 条 この基準に規定するもののほか、個人情報保護の保護及び電算処理シ

ステムの運営に関し必要な事項は、情報管理者が別に定める。 

 

 

 

附 則 

この基準は、平成１９年４月２６日から施行する。 
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別記第１号様式(第 17条関係) 
 

         平成  年  月  日 
 

端末操作者指定申請書 
 

情報管理者 様 
 

（情報利用統括責任者） 
 

                          区市町村 
          部        課長 印        

 
後期高齢者医療制度の運営に伴う個人情報の保護及び後期高齢者医療広域連合電算処理

電算処理システムの運営に関する基準に基づき、東京都後期高齢者医療広域連合電算処理

電算処理システムの端末操作者の指定を申請します。 
 
番号 職員番号 端末操作者氏名 所属(部課係名) 
 １    

 ２    

 ３    

 ４    

 ５    

 ６    

 ７    

 ８    

 ９    

１０    

１１    

１２    

１３    

１４    

１５    
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別記第２号様式(第 19条関係) 
 

         平成  年  月  日 
 

電算処理システムパスワード申請・許可書 
 
 

情報利用統括責任者 様 
 

                      区市町村 
                                              部        課 

   端末操作者             
 
東京都後期高齢者医療広域連合電算処理電算処理システムの利用に関し、下記の内容の

パスワードの付与を申請します。 
 
番号 業務名 参照 更新  
 １     

 ２     

 ３     

 ４     

 ５     

 ６     

 ７     

 ８     

 ９     

１０     

 
 
パスワード  

 
 パスワードの使用を許可いたします。 
 
                 情報利用統括責任者              
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別記第３号様式(第 20条関係) 
 

         平成  年  月  日 
 

端末操作者解除申請書 
 

情報管理者 様 
 

（情報利用統括責任者） 
 

                          区市町村 
                                         部        課長 印        

 
後期高齢者医療制度の運営に伴う個人情報の保護及び後期高齢者医療広域連合電算処理

電算処理システムの運営に関する基準に基づき、東京都後期高齢者医療広域連合電算処理

電算処理システムの端末操作者の解除を申請します。 
 
番号 職員番号 端末操作者氏名 解除理由 
 １    

 ２    

 ３    

 ４    

 ５    

 ６    

 ７    

 ８    

 ９    

１０    

１１    

１２    

１３    

１４    

１５    
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様式第３号(第 29条関係) 
 

         平成  年  月  日 
 

電算処理システム時間外使用申請・承認書 
 

情報管理者 様 
 

（情報利用統括責任者） 
 

                          区市町村 
                                         部        課長 印         

 
東京都後期高齢者医療広域連合電算処理電算処理システムの時間外利用に関し、下記の

とおり申請します。 
業務名  

利用担当課  

担当者氏名                     電話         

理由  

内容  

 月   日     時    分 ～     時   分 

  月   日     時    分 ～     時   分 

日時 

  月   日     時    分 ～     時   分 

 

  年   月   日 
 
 上記時間外の利用を承認いたします。 
 
                    情報管理者              

 
 


